
 
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
五
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

登
録
番
号 

肥
料
の 

種

類 

肥
料
の 

名

称 

保

証 

成

分

量 

（
％
） 

そ

の

他 

の

規

格 

生

産

業

者

の 

氏

名

又

は 

名
称
及
び
住
所 

登
録
有
効 

期

限 

広
島
県
第 

一
一
八
二
号 

副
産
石
灰

肥
料 

カ
キ
ガ
ラ

副
産
石
灰 

ア
ル
カ
リ
分 

四
六
・
〇  

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り 

シ
ー
シ
ー
エ
フ

ジ
ャ
パ
ン
有
限
会

社 愛
知
県
岡
崎
市
市

場
町
字
東
町
一
三

番
地 

令
和
一
一
年

二
月
八
日 

広
島
県
第 

一
一
八
三
号 

副
産
石
灰

肥
料 

カ
キ
ガ
ラ

副
産
石
灰 

ア
ル
カ
リ
分 

四
六
・
〇 

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り 

日
本
バ
イ
オ
化
学

工
業
有
限
会
社 

神
奈
川
県
川
崎
市

宮
前
区
神
木
二
丁

目
六
番
二
十
号 

令
和
一
一
年

二
月
八
日 

広
島
県
第 

一
一
八
四
号 

副
産
石
灰

肥
料 

カ
キ
ガ
ラ

副
産
石
灰 

ア
ル
カ
リ
分 

四
六
・
〇 

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り 

共
栄
ジ
ャ
パ
ン
有

限
会
社 

愛
知
県
清
須
市

須
ヶ
口
三
二
四
番

地
の
一 

令
和
一
一
年

二
月
八
日 

広
島
県
第 

一
一
八
五
号 

副
産
石
灰

肥
料 

カ
キ
ガ
ラ

副
産
石
灰 

ア
ル
カ
リ
分 

四
六
・
〇 

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り 

南
星
産
業
株
式
会

社 奈
良
県
大
和
郡
山

市
発
志
院
町
三
七

八
番
地 

令
和
一
一
年

二
月
八
日 

広
島
県
第 

一
一
八
六
号 

副
産
石
灰

肥
料 

カ
キ
ガ
ラ

副
産
石
灰 

ア
ル
カ
リ
分 

四
六
・
〇 

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り 

誠
信
産
業
株
式
会

社 岐
阜
県
羽
島
市
足

近
町
南
宿
一
五
六

番
地
一 

令
和
一
一
年

二
月
八
日 



広
島
県
第 

一
〇
六
五
号 

副
産
石
灰

肥
料 

う
ら
べ
４

８ 

ア
ル
カ
リ
分 

 

四
八
・
〇 

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り 

卜
部
産
業
株
式
会

社 広
島
県
福
山
市
新

浜
町
一
丁
目
五
番

十
五
号 

令
和
一
一
年

三
月
一
三
日 

広
島
県
第 

一
〇
六
六
号 

副
産
石
灰

肥
料 

セ
ル
カ
粗

粒
品 

ア
ル
カ
リ
分 

四
八
・
〇  

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り 

卜
部
産
業
株
式
会

社 広
島
県
福
山
市
新

浜
町
一
丁
目
五
番

十
五
号 

令
和
一
一
年

三
月
一
三
日 

広
島
県
第 

一
一
九
四
号 

混
合
有
機

質
肥
料 

粒
状
植
物

油
か
す 

窒
素
全
量 

 
  

四
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

  

一
・
〇 

加
里
全
量

一
・
〇 

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り 

全
農
ア
グ
リ
ウ
エ

ス
ト
株
式
会
社 

広
島
県
広
島
市
南

区
出
島
一
丁
目
三

二
番
八
二
号 

令
和
一
一
年

三
月
一
九
日 

広
島
県
第 

一
一
八
七
号 

副
産
石
灰

肥
料 

か
き
副
産

石
灰 

ア
ル
カ
リ
分 

四
六
・
〇 

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り 

株
式
会
社
イ
チ

ヨ
ー 

京
都
府
城
陽
市
平

川
長
筬
五
八
―
一 

令
和
一
一
年 

五
月
一
二
日 

広
島
県
第 

一
一
八
八
号 

副
産
石
灰

肥
料 

粒
状
か
き

副
産
石
灰 

ア
ル
カ
リ
分 

四
六
・
〇 

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り 

株
式
会
社
イ
チ

ヨ
ー 

京
都
府
城
陽
市
平

川
長
筬
五
八
―
一 

令
和
一
一
年 

五
月
一
二
日 

広
島
県
第 

一
一
八
九
号 

副
産
石
灰

肥
料 

石
灰
肥
料 

ア
ル
カ
リ
分 

四
五
・
〇  

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り 

株
式
会
社
刀
川
平

和
農
園 

栃
木
県
鹿
沼
市
緑

町
三
丁
目
九
―
一

七 

令
和
一
一
年

七
月
一
〇
日 



広
島
県
第 

一
一
五
二
号 

米
ぬ
か
油

か
す
及
び

そ
の
粉
末 

米
ぬ
か
油

粕
粉
末 

窒
素
全
量 

 
  

二
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

  

六
・
〇 

加
里
全
量

一
・
〇 

該
当
な
し 

カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式

会
社 

福
岡
県
北
九
州
市

小
倉
北
区
東
港
一

丁
目
六
番
一
号 

令
和
一
一
年

七
月
六
日 

広
島
県
第 

一
一
三
二
号 

混
合
有
機

質
肥
料 

Ｂ
Ｎ
発
酵

有
機
キ
ト

サ
ン
一
号 

窒
素
全
量 

 
  

四
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

  

三
・
〇 

加
里
全
量

二
・
〇 

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り 

株
式
会
社
東
城

ポ
ー
ト
リ
ー 

広
島
県
庄
原
市
東

城
町
帝
釈
宇
山
五

一
一
二
番
地
の
二 

令
和
一
一
年

八
月
六
日 

広
島
県
第 

一
一
九
七
号 

消
石
灰 

７
０
消
石

灰 

ア
ル
カ
リ
分 

 

七
〇
・
〇 
該
当
な
し 

東
方
工
業
株
式

会
社 

佐
賀
県
佐
賀
市
高

木
瀬
東
二
丁
目
一

三
番
一
〇
号 

令
和
一
一
年

一
一
月
六
日 

  


